
センターだより

Ⅰ　電子マニフェスト事業

公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター（以下 ｢ＪＷセンター」という。）は、産業廃棄物の適正処理の推
進と循環型社会の形成を目指して、電子マニフェスト事業及び教育研修事業の安定的運営と情報利活用等の社会的
ニーズに即応した積極的な事業展開を推進するとともに、調査研究事業、感染性廃棄物容器評価事業、国際協力
事業、広報･啓発等の各種事業及び活動を実施する。

ＪＷセンターでは、２.（１）重点普及対象をはじめとする排出事業者及び処理業者に電子マニフェストへの加入を促
進することにより、令和８年度末において加入者数は39万者、年間登録件数は4,980万件の普及を見込んでいる。
引き続きシステムの安定運用と利便性の向上を図るとともに、電子マニフェスト情報の有効活用に向けた取組みを積
極的に展開する。

１．令和８年度電子マニフェスト普及見通し
令和８年度における電子マニフェスト普及見通しは下表のとおりである。
電子マニフェストで捕捉する年間の処理委託量は約109,300千t、環境省が推計する産業廃棄物委託処理量

160,000千ｔを分母として算出した捕捉率は68％を見込む。
また、年間の電子マニフェスト登録件数は49,800千件、電子化率（年間総マニフェスト数に対する年間電子マニ
フェスト登録件数の比率）は71％を見込む。

２．電子マニフェストの普及促進
電子マニフェストの一層の普及拡大を図るため、引き続き、国、地方公共団体、関係業界団体等と連携して以下
の事業を実施する。
　（１）重点普及対象への普及活動
　　１）電子マニフェスト導入によるメリットが大きい多量排出事業者への普及促進を図る。
　　２�）国、地方公共団体等が委託する産業廃棄物処理や発注する公共事業での電子マニフェストの利用を促進す

るため、公共事業の所管府省及び都道府県等の廃棄物担当部局を通じて入札・契約の担当部局等に対し、公
共事業における電子マニフェストの利用を働きかける。

　（２）電子マニフェスト導入に向けた情報提供の充実
　�　いつでもＷｅｂ上で閲覧できる電子マニフェスト導入に向けた説明動画・資料を充実させ、情報を必要とする
未加入者により効果的に提供していくための検討をする。また、国、地方公共団体、関係業界団体等と連携し、

（※１）年間総処理委託産業廃棄物量を160,000 千ｔとして捕捉率を算出
（※２）年間総マニフェスト数を70,000 千件として電子化率を算出

区 分

年 度

加入者数 マニフェスト
年間委託量

（千ｔ）
（捕捉率※1）

マニフェスト
年間登録件数

（千件）
（電子化率※2）

排出事業者 収集運搬
業者

処分
業者 合 計

Ａ料金 Ｂ料金 Ｃ料金 計

令和７年度
実績見込み 3,850 56,930 256,660 317,440 31,560 10,530 359,530 106,400

（67％）
47,200
（67％）

令和８年度
見通し 3,890 62,000 281,000 346,890 33,000 10,700 390,590 109,300

（68％）
49,800
（71％）

FROM　　　　　  CENTER令和８年度事業計画
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電子マニフェスト導入説明会（導入実務説明会、操作体験セミナー）を開催する。
　（３）加入者サポート
　�　電子マニフェストを円滑に導入・利用していただくために電話やメールによるサポートを行うほか、ホームペー
ジの情報を整理・充実させることにより電子マニフェストへの加入方法や利用方法等の効率的な周知を図る。

３．電子マニフェストシステムの安定的な運営管理及び機器の更新
電子マニフェストシステムは、電子マニフェストの登録件数が伸び、その処理量が増加する中、令和８年度も安定し

た稼働を確保するとともに、外部からの不正アクセスの監視を継続し、引き続き、円滑かつ安定的な運営を維持する。
また、令和７年12月に着手した電子マニフェストシステムの機器更新を行う（令和９年１月予定）。

４．電子マニフェスト利用料金見直しの検討
現行の電子マニフェストシステムは、運用を開始してから15年が経過しており、小規模な機能改善を繰り返す中で、
業務プログラムは肥大化し複雑性を増し、最新のコンピュータ技術や製品への対応により多くの労力と費用を要する
ことが見込まれる。今後の機能改善の柔軟性、安定稼働のための保守性を維持し、システムを安定的・継続的に運
営するためにはシステムの大規模改造が必要となる。システム大規模改造に要する費用の確保や、適正な受益者負
担、料金体系の単純化等を踏まえた利用料金見直しの検討を進める。

Ⅱ　情報利活用事業
１．ＢＩツールによるデータの見える化
電子マニフェストシステムに蓄積されるデータを活用し、電子マニフェストＢＩツールを用いて、廃棄物の委託量、移
動量等の見える化を図り、産業廃棄物の適正処理の推進に貢献する。

２．電子マニフェスト項目追加に係る対応
令和９年４月の廃棄物処理法の改正省令（電子マニフェストへの項目追加）施行に向けて、対象加入者が円滑に
利用できるように資料等の整備、説明会の実施などにより情報提供を実施する。説明会は令和７年度に引き続き、（公
社）全国産業資源循環連合会の会員団体（各都道府県協会）の協力のもとに実施する。

３．情報活用に向けた検討
項目追加により充実する電子マニフェスト情報を循環型社会形成推進に向けて活用していくための検討を進める。

Ⅲ　教育研修事業
１．講習会事業
廃棄物処理法の関係規定に対応する以下の講習会を（公社）全国産業資源循環連合会及び各都道府県協会並び
に（公社）日本医師会の協力のもとに、計画的に実施する。
講習会はオンライン講義と会場試験を組み合わせた講習会（オンライン形式）とあわせて、対面による講習会（対
面形式）を実施する。
なお、令和８年度より改定した受講料等を適用する。
　　１�）産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会（新規、更新）（以下 ｢新規講

習会｣、｢更新講習会｣ という。）	 ６ 課程
　　　�　なお、新規講習会は、廃棄物の広域認定制度の適用を受けようとする者、使用済小型電子機器等の再資

源化事業計画の認定を受けようとする者も受講対象として行う。
　　２�）特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会及び医療関係機関等を対象にした特別管理産業廃棄物
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令和８年度事業計画

管理責任者に関する講習会（以下 ｢特管責任者講習会｣ という。）	 ２ 課程
　　３）ＰＣＢ廃棄物の収集運搬業作業従事者講習会（以下「ＰＣＢ講習会」という。）
	 １ 課程
　（１）講習会の開催計画（試験回数）

　１）新規講習会	 328回	 5,050名
　２）更新講習会	 386回	 23,450名
　３）特管責任者講習会	 194回	 13,300名
　４）ＰＣＢ講習会	 5回	 200名
　　 　　　　　　　 計	 913回	 52,000名
　（２）委員会の開催

　�　講習会を適切かつ円滑に実施するため、講習会に関する重要事項を審議する ｢教育研修運営委員会｣、テキ
スト作成等に関する事項を審議する ｢テキスト作成委員会｣ 及び修了試験問題等を審議する ｢講習会試験委員
会｣ を各 ２々回開催する。

２．研修事業
排出企業を対象にした「産業廃棄物マネジメント研修会～廃棄物処理の基礎から実務まで～」及び業種別のマネ
ジメント研修会（建設業）についてＷｅｂ会議システムを活用した双方向（ライブ形式）での研修会を実施する。
　　産業廃棄物マネジメント研修会	 12回	 1,200名
　　建設業マネジメント研修会	 ５回	 500名

Ⅳ　調査研究事業等
１．調査事業
　（１�）国内外の廃棄物情報の有効活用に関する先進事例を踏まえ、国、地方公共団体、事業者等における電子マ

ニフェスト情報の有効活用方策やデータ分析ツールを利用した情報利活用の高度化を検討するための調査を

実施する。

　（２�）廃棄物処理分野の将来を見据えて、2050 年カーボンニュートラル実現に向けた取組状況、廃プラスチック類

や下水汚泥の資源循環等に関する調査を実施する。

　（３�）国内外の産業廃棄物・リサイクル等に関する情報を収集し、整理を行うとともに、その成果については、学

会発表等を通じて広く情報提供を行う。

２．感染性廃棄物容器評価事業
適正な感染性廃棄物容器の普及促進を図ることを目的として、ＪＷセンターで定めた基準に則った評価を行うとと
もに、医療機関等の排出事業者や感染性廃棄物処理業者に対して容器選定の参考情報の提供等を行う「感染性廃
棄物容器評価事業」を実施する。

Ⅴ　国際協力事業
アジア地域における循環型社会の形成に向けて、次の事業を実施する。
　（１）情報交換等の推進
　�　韓国、台湾等の電子マニフェスト実施機関等との交流、情報交換等を進めるため、日韓台ネットワーク会議を

開催する。
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　（２）政府の関係事業への協力等

　　関係団体等との連携を図りつつ、政府の関係事業への国際協力を進める。

Ⅵ　情報セキュリティ
ＪＷセンターのより一層のセキュリティ対策の充実強化を図り、情報セキュリティマネジメントシステム（ＩＳＭＳ）に

関する国際規格であるＩＳＯ２７００１の実践・維持向上に引き続き努める。

Ⅶ　広報・啓発
１．ＪＷ懇話会
ＪＷセンターの役員等関係者間の情報交換を進めるための「ＪＷ懇話会」を実施する。

２．機関誌の発行
ＪＷセンターの事業に関する機関誌を発行する。
　（１）発行回数　　　年４回（季刊）

　（２）配布先　　　　都道府県・政令市、関係団体等

３．書籍の出版等
廃棄物処理に関する書籍「廃棄物処理法令（三段対照）・通知集（令和８年版）」の編集及び販売協力を行う。

４．ホームページ等による広報
電子マニフェスト事業、教育研修事業などＪＷセンターの活動、行政の動向、産業廃棄物の基礎知識、産業廃棄
物処理に関する基礎データ等について、適宜ホームページに掲載するとともに、定期的なメールマガジンの送信によ
り、ＪＷセンター関係者（電子マニフェスト加入者や講習会等の受講者を含む。）に対する情報提供を行う。

５．Ｗｅｂ講座の開催
ＪＷセンター職員の産業廃棄物の知識向上や国、地方公共団体に対する貢献等を目的に実施している「廃棄物処
理法初心者のためのＷＥＢ講座」を引き続き、Ｗｅｂ会議システムを利用して開催する。

Ⅶ　その他
１．全国大会の開催
産業廃棄物関係３団体（（公社）全国産業資源循環連合会、（公財）産業廃棄物処理事業振興財団、ＪＷセン
ター）の共催による「資源循環と環境を考える全国大会」を開催する。

２．新公益法人制度の対応等
令和７年４月に施行された「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」の改正法に対応するとともに、
令和６年12月改正の公益法人会計基準への適用時期について、勘定科目の整理、会計システムの移行準備等を検討
し、適切に対応する。
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令和８年１月21日（水）～23日（金）に、松山市の愛媛県県民文化会館にて、「第47回全国都市清掃研究・事例

発表会」が開催されました。

発表会は対面形式で行われ、JWセンターからは、以下の調査結果について、１月21日に口頭発表を行いました。

発表資料はJWセンターホームページでご覧ください。

●発表タイトル
　・家庭から排出される食品廃棄物の資源循環に関する調査

 　  URL    https://www.jwnet.or.jp/info/assets/files/R07_chousa_HouseholdOrganicWaste_47th.pdf

会場からは、廃棄物への異物混入に伴うトラブルや、資源化による廃

棄物処理コスト削減について、参加者よりご質問をいただきました。

また、23日に開催された施設見学では、松山衛生ecoセンター、及び、

松山市西部浄化センターの施設設備を見学し、し尿・浄化槽汚泥や下

水汚泥の助燃剤化・リン回収・固形燃料化による資源化の取組みをご説

明いただきました。

今後も、産業廃棄物の適正処理や資源の循環利用に関する現状につ

いて、学会での発表等を通じて、広く関係者の皆さまに周知し、ご意見

をいただきたいと考えております。

調査部

FROM　　　　　  CENTER第 47 回 全国都市清掃研究・
事例発表会 参加報告

  写真  　固形燃料化プラント
　　　　　　　（松山市西部浄化センター）

第４弾は、特別企画として行政の取組み事例を開催回によって異なる講師にご講義いただきました。

［講師］　第 1回	 藤澤　 泉 氏（神奈川県環境農政局環境部資源循環推進課 課長代理）

	 小浦 利弘 氏（石川県生活環境部資源循環推進課 課長補佐）

　　　　第 2回	 高尾 康裕 氏（福岡県南筑後保健福祉環境事務所環境指導課 主幹）

	 小野里 明 氏（群馬県環境森林部廃棄物・リサイクル課不法投棄 主監）

［対象］　環境省及び自治体で廃棄物・リサイクルに係る監視指導や計画等の担当職員

［開催日時及び講義内容］

講義内容 日　時

第1回　「廃棄物監視業務におけるドローン技術の活用」
　　　　「令和6年能登半島地震等における災害廃棄物処理」 令和８年１月29日　14：00～17：00

第 2回　「課題解決の実例」
　　　　「無許可盛土に係る行政代執行」 令和８年２月  5日　14：00～17：00

FROM　　　　　  CENTER

総務部広報室

JW センター主催
「廃棄物処理法初心者のためのＷｅｂ講座」
令和 7 年度 第 4 弾　開催報告
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新刊図書のご案内
「令和 8 年版 廃棄物処理法令（三段対照）・通知集」

●�廃棄物の処理及び清掃に関する法律、施行令、施行規則（三段対照）
・�廃棄物の処理及び清掃に関する法律、施行令（政令）、施行規則（省令）を

互の委任関係が分かりやすい三段対照として編集。

・廃棄物の処理及び清掃に関する法律関係政省令及び告示も収載。

●主要通知
・�排出事業者及び産業廃棄物処理業者に関わりのある通知を最新内容まで厳選

して収載

●資料編
・�廃棄物処理法における罰則一覧、廃棄物関連ホームページ一覧を収載。

ＪＷセンターホームページよりお申込みください。
  URL    https://www.jwnet.or.jp/info/publish/hourei/index.html 発行日：令和 8年５月中旬予定

定価5,500円（本体5,000円＋税）

令和８年３月12日、タイ国バンコクのタイ工業省工業局会議室において、タイにおける廃棄物管理向上のための行

政支援委員会が開催されました。JWセンターからは関理事長および鶴島情報サービス部長の２名が出席し、電子マ

ニフェスト制度の基本的な仕組みから、循環型社会の形成に向けたデータ活用の可能性まで幅広く説明しました。

タイでは2023年から電子マニフェスト制度が導入されていますが、対象となる廃棄物が工業省所管の工業廃棄物に

限定されるなど、日本の制度とは異なる点も多くあります。その一方で、日本における制度運用や普及状況への関心

は非常に高く、会議では活発な意見交換が行われました。

また、環境省からは環境再生・資源循環局総務課循環型社会推進室より、中村企画官、村井室長補佐、管野主

査にご参加いただき、日本とタ

イの協力体制を今後も維持・発

展させていくことが確認されま

した。

JWセンターは、今回のような

国際的な場を通じて海外の電

子マニフェスト制度に関する情

報を収集するとともに、日本で

培われてきた電子マニフェスト

制度の知見を発信し、国際社会

への貢献を一層進めていきたい

と考えています。

FROM　　　　　  CENTERタイにおける廃棄物管理向上のための
環境整備支援

  写真  　タイ工業省工業局会議室にて記念撮影
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